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岐阜県警察

帰省や旅行で家を空ける機会が増える年末年始は
空き巣などの侵入盗が多発する傾向にあります。
侵入盗の被害に遭わないため、次のことに注意し
てください。

※ 不審者（車）を見かけたら、すぐ110番通報をお願いします！

～ 被害に遭わないために ～

○玄関や窓には、必ず鍵をかける！

（補助錠を取り付けると防犯効果があ
ります。）

○置きカギ（郵便受けや植木の下にカ
ギを隠すこと）をしない！

○防犯カメラやセンサーライトなどの防
犯機器を活用する！

※ 防犯対策の詳細は裏面を見てください。



○ 留守だとわからない、思わせない対策を！
・ 自宅を留守にする際にも、室内の電気を
つけたままにしておく。
・ 郵便物が溜まらないよう郵便局に不在届
を、新聞は一時配達停止をしておく。
・ ベランダや軒先に洗濯物を干しっぱなし
にせず、室内に干す。
・ カーテンは閉めておく。
○ 家の防犯対策（防犯設備の強化）
・ 人目のつきにくい場所、窓の近くなどに
防犯カメラ・センサーライトを設置する。
・ 窓に補助錠や防犯フィルムをつける。
・ 防犯性能の高い設備の導入を。
○ 自宅に多額の現金や高額商品などを置かな
い！
○ 確実に施錠する！
→空き巣や侵入犯罪の被害で最も多いのが
無施錠被害です。

光 音 地域の目 時間

防犯４原則で対策を万全にしてドロボー
を寄せ付けない街にしよう。


